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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンニャク粉含有量が３．５重量％以上であり、２０℃における粘度が４Ｐａ・ｓ以下
であって、ゲル化力を有することを特徴とするコンニャク流動材料。
【請求項２】
　前記コンニャク粉がｐＨ９以上でアルカリ処理されていることを特徴とする請求項１に
記載のコンニャク流動材料。
【請求項３】
　以下の工程Ａ、工程Ｂおよび工程Ｃを経て製造されるコンニャク流動材料。
（工程Ａ） コンニャク粉を水で膨潤溶解してｐＨ９～１０．５でアルカリ処理すること
により、コンニャク粉１重量部に対して水を１０～２７重量部含むアルカリ組成物を得る
工程
（工程Ｂ） 前記アルカリ組成物のｐＨを８未満に低減して強制攪拌しつつ温度を上げて
強制攪拌組成物を得る工程
（工程Ｃ）　前記強制攪拌組成物を酵素処理する工程
【請求項４】
　請求項１または２に記載のコンニャク流動材料を含有し、コンニャク粉含有量が３．５
重量％以上であることを特徴とする飲料。
【請求項５】
　請求項３に記載のコンニャク流動材料を含有し、コンニャク粉含有量が３．５重量％以
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上であることを特徴とする飲料。
【請求項６】
　請求項１または２に記載のコンニャク流動材料を含有し、コンニャク粉含有量が３．５
重量％以上であることを特徴とする食品。
【請求項７】
　請求項３に記載のコンニャク流動材料を含有し、コンニャク粉含有量が３．５重量％以
上であることを特徴とする食品。
【請求項８】
　請求項１または２に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする体重に影響
を与えない血中コレステロール低減剤。
【請求項９】
　請求項３に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする体重に影響を与えな
い血中コレステロール低減剤。
【請求項１０】
　請求項１または２に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする体重に影響
を与えない体脂肪減少剤。
【請求項１１】
　請求項３に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする体重に影響を与えな
い体脂肪減少剤。
【請求項１２】
　請求項１または２に記載のコンニャク流動材料を飲料成分と混合する工程を含むことを
特徴とする飲料の製造方法。
【請求項１３】
　請求項３に記載のコンニャク流動材料を飲料成分と混合する工程を含むことを特徴とす
る飲料の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１または２に記載のコンニャク流動材料を食材と混合する工程を含むことを特徴
とする食品の製造方法。
【請求項１５】
　請求項３に記載のコンニャク流動材料を食材と混合する工程を含むことを特徴とする食
品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多量のコンニャク粉を含んでいるにもかかわらず粘度が低いコンニャク流動
材料に関する。また、本発明は、このような特徴を有するコンニャク流動材料の製造方法
および用途にも関係する。
【背景技術】
【０００２】
　コンニャクは、古くから一般消費者に広く親しまれている食品であり、そのまま単品で
食されたり、他の素材と組み合せて料理されたうえで食されたりしてきた。また、最近の
ダイエットブームにより、コンニャクは低カロリーの健康食として注目されるようになっ
ており、様々な食品中にコンニャクを含ませたコンニャク含有食品も開発されている。
【０００３】
　コンニャクは、コンニャク芋をすりつぶしたものや、コンニャク粉を水で膨潤させたも
のに水酸化カルシウムなどのアルカリを加えてｐＨ１０．５～１２で固化させることによ
り一般に製造されている。このような製造過程を経ているため、コンニャクは独特のアル
カリ臭を有しており、それが原因でコンニャクを敬遠する人は少なくない。また、ダイエ
ットや健康維持のためにコンニャクを多量に摂取しようとしても、アルカリ臭や単調な味
に飽きが来て思うように摂取することができない。
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【０００４】
　このため、コンニャクを食べやすい食材と混合したり、飲みやすい飲料に分散させたり
して、より摂取しやすい形態にして消費者に提供することが種々試みられている。
　例えば、アルカリを加えて固化させたコンニャクを細かく裁断して、他の食材や飲料と
混合しやすく改良したペースト状物が提案されている（特許文献１）。また、他の方法と
して、コンニャク粉に含まれている水溶性のコンニャクマンナンを精製した精製水溶性コ
ンニャクマンナンを、他の食材や飲料と混合することも提案されている（特許文献２）。
さらに、他の方法として、コンニャク粉に含まれるコンニャクマンナンを酵素処理して液
状物とすることも提案されている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２０７８５４号公報
【特許文献２】特公昭５４－２０５８２号公報
【特許文献３】特開平５－１９９８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のペースト状物に含まれている裁断物はアルカリで固化させ
たコンニャクそのものであることから、このような裁断物が他の食材や飲料と十分な程度
に均一に混合されることはない。このため、特許文献１のペースト状物を用いても、通常
のコンニャク以上にコンニャク濃度が高い食品や飲料とすることは不可能である。また、
アルカリ臭の問題が依然として残っているため、このペースト状物を用いてもコンニャク
を多量に摂取しやすい食品や飲料を製造することはできない。
【０００７】
　また、特許文献２の水溶性コンニャクマンナンは、コンニャク粉とほぼ同等の膨潤性を
有することから流動性がある状態で高濃度化するには自ずと限界がある。コンニャク粉は
水と混合することにより膨潤してペースト状になるが、このとき３重量％を大きく上回る
濃度でコンニャク粉を含む流動材料は製造することができない。したがって、精製水溶性
コンニャクマンナンを用いても、高濃度であり且つ他の食材と混合しやすい流動性を有す
る材料を提供したり、高濃度でコンニャク粉を含む飲料等を提供したりすることはできな
い。
【０００８】
　さらに、特許文献３の液状物は、コンニャク粉をアルカリ条件下で固化せずに液状にな
るまで酵素処理したものであることから、原料として用いたコンニャクマンナンはかなり
低分子化されており、コンニャクマンナンが本来有しているゲル化力や生体内作用は大幅
に損なわれてしまっている。したがって、ダイエットや健康維持を図るという本来の目的
には合致しないものである。
【０００９】
　このような従来技術の課題を考慮して、本発明者は、コンニャクマンナンが本来有して
いるゲル化力や生体内作用を十分に維持したまま、他の食材とより均一に高濃度でコンニ
ャク材料を混合させることができる組成物を提供することを目的として鋭意検討を進めた
。また、ダイエットや健康維持をより効果的に推進させることができる食品や飲料を提供
することも目的として鋭意検討を進めた。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　その結果、下記の構成を有する本発明によれば、目的を達成しうることが見出された。
（態様１）
　コンニャク粉含有量が３．５重量％以上であり、２０℃における粘度が４Ｐａ・ｓ以下
であって、ゲル化力を有することを特徴とするコンニャク流動材料。



(4) JP 5345711 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

（態様２）
　コンニャク粉含有量が５重量％以上であることを特徴とする態様１に記載のコンニャク
流動材料。
【００１１】
（態様３）
　以下の工程Ａ、工程Ｂおよび工程Ｃを含むことを特徴とする、態様１または２に記載の
コンニャク流動材料の製造方法。
（工程Ａ） コンニャク粉を水で膨潤溶解してｐＨ９以上でアルカリ処理することにより
アルカリ組成物を得る工程
（工程Ｂ） 前記アルカリ組成物のｐＨを８未満に低減して強制攪拌しつつ温度を上げて
強制攪拌組成物を得る工程
（工程Ｃ）　前記強制攪拌組成物を酵素処理する工程
（態様４）
　前記工程Ｂにおいて、前記アルカリ組成物のｐＨを５～７に低減する態様３に記載のコ
ンニャク流動材料の製造方法。
（態様５）
　前記工程ＢのｐＨの低減を、乳酸、クエン酸、酢酸、コハク酸酒石酸、グルコン酸およ
びリンゴ酸からなる群から選択される少なくとも１種の化合物を添加することにより行う
ことを特徴とする態様４または５に記載のコンニャク流動材料の製造方法。
（態様６）
　前記工程Ｃの酵素処理を、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ
およびガラクトマンナーゼからなる群から選ばれた少なくとも一種の酵素を用いて行うこ
とを特徴とする態様３～５のいずれか一項に記載のコンニャク流動材料の製造方法。
（態様７）
　前記工程Ｃによって得られた酵素処理済み組成物に対して、さらに下記の工程Ｄを行う
ことを特徴とする態様３～６のいずれか一項に記載のコンニャク流動材料の製造方法。
（工程Ｄ）　酵素処理済み組成物に含まれる塊粒を断裁する工程
（態様８）
　工程Ｄの断裁を回転フードカッターまたはホモジナイザーを用いて行うことを特徴とす
る態様７に記載のコンニャク流動材料の製造方法。
【００１２】
（態様９）
　態様１または２に記載のコンニャク流動材料と飲料成分を混合する工程を含むことを特
徴とする飲料の製造方法。
（態様１０）
　態様１または２に記載のコンニャク流動材料と食材を混合する工程を含むことを特徴と
する食品の製造方法。
（態様１１）
　態様１または２に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする飲料。
（態様１２）
　態様１または２に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする食品。
（態様１３）
　態様１または２に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする血中コレステ
ロール低減剤。
（態様１４）
　態様１または２に記載のコンニャク流動材料を含有することを特徴とする体脂肪減少剤
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のコンニャク流動材料は、コンニャクマンナンが本来有しているゲル化力や生体
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内作用を十分に維持したまま、他の食材とより均一に高濃度で混合することが可能である
。したがって、本発明のコンニャク流動材料を用いれば、コンニャク材料が高濃度でより
均一に含まれている食品や飲料が提供される。また、本発明のコンニャク流動材料は、高
い血中コレステロール低減作用と体脂肪減少作用を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下において、本発明について詳細に説明する。以下に記載する構成要件の説明は、本
発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのような実施態様
に限定されるものではない。なお、本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は
、「～」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
【００１５】
　本発明のコンニャク流動材料は、コンニャク粉含有量が３．５重量％以上であり、２０
℃における粘度が４Ｐａ・ｓ以下であることを特徴とする。
　本発明のコンニャク流動材料のコンニャク粉含有量は、４重量％以上であることがより
好ましく、４．５重量％以上であることがより好ましく、５重量％以上であることがさら
に好ましく、５．５重量％以上であることが特に好ましい。上限については特に制限はな
いが、例えば８重量％のコンニャク流動材料を得ることができる。
　また、本発明のコンニャク流動材料の２０℃における粘度は、３．５Ｐａ・ｓ以下であ
ることがより好ましく、３Ｐａ・ｓ以下であることがさらに好ましく、２．８Ｐａ・ｓ以
下であることが特に好ましい。下限値は、好ましくは０．１Ｐａ・ｓ以上であることが好
ましく、０．２Ｐａ・ｓ以上であることがより好ましく、０．３Ｐａ・ｓ以上であること
がさらに好ましく、０．４Ｐａ・ｓ以上であることが特に好ましい。範囲で規定すると、
本発明のコンニャク流動材料の２０℃における粘度は、０．１～４Ｐａ・ｓであることが
好ましく、０．１～３．５Ｐａ・ｓであることがより好ましく、０．２～３．２Ｐａ・ｓ
であることがさらに好ましく、０．３～３Ｐａ・ｓであることがさらにより好ましく、０
．４～２．８Ｐａ・ｓであることが特に好ましい。
　また、本発明のコンニャク流動材料はゲル化力を有するものであるが、ここでいう「ゲ
ル化力を有する」とはアルカリ条件下で加熱することによってゲル化する機能を発揮する
ことを意味する。
【００１６】
　本発明のコンニャク流動材料のように、多量のコンニャク粉を含んでいるにもかかわら
ず粘度が低く、しかもゲル化力を有する組成物はこれまでに製造されるに至っていなかっ
た。コンニャク粉は水によって膨潤してペースト状になるが、コンニャク粉が元来有して
いる膨潤量には限界があるため、３重量％を大きく上回る量のコンニャク粉を含む流動材
料はもともと得ることができない。コンニャク粉を多量に含む流動材料を得るためには、
コンニャク粉を構成するコンニャクマンナン（グルコマンナン）を膨潤性がかなり低下す
るまで分解して水に溶解ないし分散させる方法が考えられるが、このような方法を採用す
るとコンニャクマンナンが有しているゲル化力や生体内作用が得られなくなってしまうた
め好ましくない。本発明者は、コンニャクマンナンが有しているゲル化力や生体内作用を
維持しつつ、高濃度化する方法を種々検討した結果、本発明の製造方法によれば上記の条
件を満たすコンニャク流動材料を簡便に製造しうることを見出した。
【００１７】
　本発明のコンニャク流動材料の製造方法は以下の工程Ａ～Ｄを有する。工程Ａ～Ｄのう
ち、工程Ａ～Ｃは必須工程であり、工程Ｄは実施することが好ましい工程である。
（工程Ａ） コンニャク粉を水で膨潤溶解してｐＨ９以上でアルカリ処理することにより
アルカリ組成物を得る工程
（工程Ｂ） 前記アルカリ組成物のｐＨを８未満に低減して強制攪拌しつつ温度を上げて
強制攪拌組成物を得る工程
（工程Ｃ）　前記強制攪拌組成物を酵素処理する工程
（工程Ｄ）　酵素処理済み組成物に含まれる塊粒を断裁する工程
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【００１８】
　工程Ａは、コンニャク粉のゲル化力を部分的に利用してアルカリ組成物を得る工程であ
る。従来のコンニャクの製造方法では、コンニャク粉のゲル化力をほぼ完全に利用して固
形のコンニャクを得ているが、本発明の工程Ａではコンニャク粉のゲル化力の利用を抑え
る。すなわち、水を添加して攪拌すればペースト状ないし糊状になるような状態でゲル化
をとどめておく。このような状態でゲル化を抑えておくことによって、最終的に得られる
コンニャク流動材料にゲル化力を持たせることが可能になり、他の食材や飲料成分と混合
した後に、そのゲル化力を発揮させうるようになる。
【００１９】
　工程Ａで用いるコンニャク粉の産地や種類は特に制限されない。コンニャク芋をそのま
ま粉末化したものを用いてもよいし、精製工程を経たものを用いてもよい。また、コンニ
ャク粉は必ずしも粒径が揃っている必要はない。
【００２０】
　工程Ａにおいてコンニャク粉に添加するアルカリは、食品に用いることができるものの
中から適宜選択する。コンニャク粉は、通常ｐＨ９以上のアルカリ下にてゲル化する。し
たがって、このようなｐＨ範囲内になるように工程Ａにおいてコンニャク粉に添加するア
ルカリの量を適宜調整する。好ましいのは、塩基性アミノ酸、塩基性塩類または両者の混
合物をアルカリとして添加する態様である。
【００２１】
　塩基性アミノ酸としては、通常は、アルギニン、ヒスチジン、リジン、シトルリン、オ
ルニチン等の単独または混合したものを使用する。特に好ましいのはアルギニンまたはリ
ジンである。塩基性アミノ酸は、コンニャク粉に対して１．２５～２０重量％で添加する
ことが好ましい。塩基性アミノ酸はｐＨの緩衝性が高い。このため、塩基性アミノ酸を用
いれば、安定したｐＨが得られ、品質が安定していて味のよい食品や飲料を提供しやすい
という利点もある。
【００２２】
　塩基性物質としては、通常は、クエン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、リンゴ酸ナト
リウム、酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、コハク酸ナトリム等の有機酸塩、及びポリリ
ン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、リン酸二ナトリウム、
リン酸三ナトリウム、ポリリン酸カリウム、ピロリン酸カリウム、メタリン酸カリウム、
リン酸二カリウム、リン酸三カリウム等のリン酸塩、及び炭酸ナトリウム、炭酸水素ナト
リウム、炭酸カリ、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム等の炭酸塩、及び硫酸カリウム、
硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム等の硫酸塩、及び水酸化ナトリウム
、水酸化カリウム等の単独又は混合したものを用いることができる。このように、塩基性
の食品用塩類であればいずれも、本発明において塩基性塩類として使用することができる
。
【００２３】
　なお、バッファ効果を持たせるために各々の酸または酸性塩類を組み合わせて、最終的
にｐＨがアルカリ性になる組み合わせで用いることも可能である。その場合の酸、塩基性
塩類としては、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、酢酸、乳酸、リン酸、リン酸一ナトリウム
、リンゴ酸一カリウム等を用いることができる。使用量はコンニャク粉に対して０．０１
～２０重量％にすることが好ましい。
【００２４】
　塩基性アミノ酸と塩基性塩類を併用すれば、両者の機能をうまくバランスさせて製造を
容易化できることがある。すなわち、塩基性アミノ酸はｐＨ緩衝性が高く、安定したｐＨ
が得られる反面、ｐＨ値を任意に設定することが難しいという難点がある。一方、塩基性
塩類はｐＨの緩衝性は低いが、物質の選択により任意にｐＨを調整できる長所がある。こ
のため、両者をうまく組み合わせれば、ｐＨ設定を容易にし、原料、使用水によるｐＨの
変動をおさえて、均一なアルカリ組成物を製造することが可能になる。
【００２５】
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　ｐＨは９以上に調整するが、９．０～１０．５に調整することが好ましく、９．３～１
０．２に調整することがより好ましい。ｐＨが９．０以上であれば、効率よくゲル化を進
行させやすい。また、ｐＨが１０．５以下であれば、ゲル化反応が進みすぎて離水やアル
カリ臭が発生する弊害を防ぎやすい傾向がある。
【００２６】
　コンニャク粉に、水とアルカリを添加する順序は特に制限されない。例えば、コンニャ
ク粉に水を加えて膨潤溶解させてからアルカリを添加混合して反応させてもよいし、アル
カリを添加した水をコンニャク粉に加えて膨潤と反応を同時に行ってもよい。あるいは、
コンニャク粉にアルカリを混合しておいてから水を加えて膨潤溶解させてもよい。これら
の方法は適宜組み合わせてもよい。また、コンニャク粉にまず塩基性アミノ酸を含む水を
添加して、その後に塩基性塩類を含む水を添加してもよい。いずれの方法であっても、水
による膨潤とアルカリによる反応が進行する限り、工程Ａの手順として採用することが可
能である。
【００２７】
　好ましい具体例として、まず、コンニャク粉に水を加えて膨潤溶解し、得られたコンニ
ャク糊状物に塩基性アミノ酸、塩基性塩類又は両者の混合物を加え、よく混合する方法を
挙げることができる。また、別の好ましい具体例として、水に塩基性アミノ酸、塩基性塩
類又は両者の混合物を予め混合溶解し、この溶液でコンニャク粉を膨潤溶解する方法を挙
げることができる。さらに別の好ましい具体例として、コンニャク粉に塩基性アミノ酸、
塩基性塩類又は両者の混合物を予め混合し、次いで水を添加混合して膨潤溶解する方法を
挙げることができる。
【００２８】
　水の添加量は、コンニャク粉１重量部に対して、１０～２７重量部が好ましく、１１～
２３重量部がより好ましく、１２～２０重量部がさらに好ましく、１３～１８重量部が特
に好ましい。
【００２９】
　コンニャク粉に水やアルカリを添加した後は、室温または加熱下にて十分に反応させる
ことが好ましい。たとえば、室温で２～４時間、６０℃で１５分～１時間程度処理するこ
とにより十分に反応させることができる。温度や時間などの条件は、コンニャク粉とアル
カリの割合、添加方法、ｐＨ、最終製品とする食品や飲料の種類などによって適宜決定す
ることができる。一般に、ｐＨが高い場合には反応時間は短くてよく、ｐＨが低い場合は
反応時間を長くすることが好ましい。
【００３０】
　工程Ａでは、本発明の効果を過度に損なわない限り、上記以外の食品成分や添加剤を添
加してもよい。例えば、乳化剤、澱粉、油脂、調味料または香料等を適宜添加してもよい
。その種類や量は、目的とする食品の種類や製造条件、保存環境などに応じて決定するこ
とができる。また、このような食品成分や添加剤の添加は、後の工程（例えば工程Ｂ、工
程Ｃおよび／または工程Ｄ）において行っても構わない。
【００３１】
　次に工程Ｂについて説明する。
　工程Ｂは、工程Ａで得られたアルカリ組成物のｐＨを８未満に低減して強制攪拌しつつ
温度を上げる工程である。工程Ａで得られる組成物は、高粘度であることから、このまま
では他の食材や飲料成分と十分に混合することはできない。また、室温で攪拌することは
容易ではないが、本発明の工程Ｂでは、このようなアルカリ組成物に対して強制攪拌を行
う。
【００３２】
　工程Ｂで行う強制攪拌とは、アルカリ組成物の粘度に抗して、アルカリ組成物中に導入
した攪拌手段を３０ｒｐｍ以上で回転させるか、それと同等の攪拌を行うものである。攪
拌手段としては、２～１２枚のブレード付き回転軸などを挙げることができる。このよう
な強制攪拌を行いながら、徐々に温度を上昇させて行く。温度上昇の幅は５～６０℃が好
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ましく、１０～５５℃がより好ましく、２０～５０℃がさらに好ましい。また、温度の上
昇速度は、最初は低くしておき、徐々に高めて行くことが好ましい。工程Ｂにおける最終
到達温度は、４０～７５℃が好ましく、５０～７０℃がより好ましい。工程Ｂでは、温度
上昇に伴って攪拌速度を上げて行くことが好ましい。攪拌速度は最終的に１．５倍以上に
上げることが好ましく、１．８倍以上に上げることがより好ましく、２倍以上に上げるこ
とが特に好ましい。具体的には、室温から６０℃に温度を上昇させつつ、回転速度を３０
ｒｐｍから６０ｒｐｍに上げる態様を好ましい態様として例示することができる。攪拌時
間は２～４５分が好ましく、３～３０分がより好ましく、５～２０分が特に好ましい。
【００３３】
　温度上昇前または温度上昇中に、ｐＨを８未満に低減するために、酸を添加する。添加
する酸の種類は、本発明の効果を過度に阻害しないものであれば特に制限されない。通常
は、乳酸、酢酸、クエン酸、コハク酸、リンゴ酸、酒石酸、グルコン酸等の有機酸溶液を
添加する。酸の添加は、一時期に一気に添加してもよいし、連続的または断続的に添加し
てもよい。ｐＨは、４．６～７．５に調整することが好ましく、５～７に調整することが
より好ましい。特に、ｐＨ４．６未満、特にｐＨ５未満のｐＨ領域に調整してからさらに
ｐＨを上昇させるような処理を行うことなく、目的とするｐＨにコントロールすることが
、体内摂取後の作用、味、混合性の点でより好ましい結果が得られる。
【００３４】
　次に工程Ｃについて説明する。
　工程Ｃは、工程Ｂで得られた強制攪拌組成物を酵素処理する工程である。酵素処理に使
用する酵素としては、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ、及び
ガラクトマンナーゼから選ばれる１種又は２種以上の酵素が好ましい。これらの酵素につ
いては、市販品を使用することができる。例えば、三共株式会社製のスクラーゼＮなどを
好ましく使用することができる。
【００３５】
　酵素処理は、酵素が十分に作用しうる温度で行う。通常は、加熱条件下で行い、４０～
７５℃が好ましく、５０～７０℃がより好ましい。また、処理時間は、酵素の種類や温度
によって異なるが、通常は１０分～１２時間、好ましくは２０分～６時間、さらに好まし
くは３０分～３時間である。また、酵素処理中は攪拌を行うことが好ましい。
【００３６】
　酵素処理を行った後は、酵素を失活させることが好ましい。酵素を失活させる手段は、
本発明の効果に過度な悪影響を及ぼさないものであれば特に制限されないが、例えば酵素
が失活する温度まで上昇させることにより目的を達成することができる。前述のスクラー
ゼＮを用いた場合は、例えば９０℃まで温度を上昇させることによって酵素を失活させる
ことができる。
【００３７】
　次に工程Ｄについて説明する。
　工程Ｄは、工程Ｃで得られた酵素処理済み組成物に含まれる塊粒を断裁する工程である
。工程Ｃによって、本発明の粘度条件を満たすコンニャク流動材料を得ることが可能であ
るが、工程Ｃで得られた組成物の粘度をさらに低くしたい場合や、工程Ｃで得られた組成
物に含まれる塊粒をさらに小さくしたい場合には、工程Ｄを行うことが好ましい。粘度は
さらに０．２～１Ｐａ・ｓ程度低下させることが可能である。
【００３８】
　工程Ｄで行う裁断は、ホモジナイザーやフードカッターを用いて行うことが好ましい。
フードカッターやホモジナイザーの構造の詳細は特に限定されない。工程Ｃで得られた酵
素処理済み組成物に塊粒が含まれている場合は、その塊粒を機械的に断裁できればよく、
高速回転カッターや高速ホモジナイザー等を用いることが好ましい。このような機械的な
断裁処理は複数回繰返すことも可能である。このような裁断処理を行うことによって、一
段と分散特性に優れて、他の食材や飲料成分と均一に混合しやすいコンニャク流動材料に
することができる。
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【００３９】
　なお、本発明のコンニャク流動材料は、本発明の製造方法にしたがって製造されたもの
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載される条件を満たすものであれば、そ
の製造方法のいかんを問わず本発明のコンニャク流動材料に該当する。例えば、本発明の
製造方法の各工程における操作は、技術的に同等な製造物を製造しうるように適宜改変、
追加、省略しても構わない。
【００４０】
　本発明のコンニャク流動材料は、高濃度のコンニャク粉を含んでいるにもかかわらず、
低粘度でゲル化力も有している。このため、他の食材や飲料成分と容易により均一に混合
することができる。したがって、本発明のコンニャク流動材料を用いれば、高い濃度でコ
ンニャク材料を含む食品や飲料を効率よく簡単に製造することができる。特に、従来のコ
ンニャク材料では達成することができなかった高濃度の飲料を製造することができる点で
、本発明の利用価値は極めて高い。すなわち、コンニャク粉から製造されるコンニャクを
大量に食するには大いなる忍耐を要するが、同量のコンニャク粉から製造される本発明の
飲料であれば簡単においしく飲むことができるため、手軽にダイエットや健康維持を図る
ことができる。
【００４１】
　本発明のコンニャク流動材料を用いて製造される食品の形態は、特に制限されない。本
発明によれば、コンニャク材料を含む多種多様な食品を製造することが可能である。例え
ば、そば、うどん、フライ、ハンバーガーパテ、ウインナー、はんぺん等のねり製品、ゼ
リー、ポタージュ、アイスクリーム、バター、ヨーグルト、マヨネーズ、ケチャップ、ド
レッシング、焼き鳥や蒲焼のたれ、ドレッシングを製造することが可能である。
【００４２】
　本発明を利用して提供される食品は、全体の組織のしまりが良好である。このため、自
由水が動きにくくなっており、肉汁などを含ませた場合にその保持力が極めて高い。また
、形がくずれにくく、保形性が高い。すなわち、ゴムのように伸びることがなく、また逆
に収縮することもない。また、本発明の食品は、味しみが良い。このため、煮物などに入
れた場合は、だし汁の味が十分にしみ込んで旨みのある食品になる。また、全体としてや
わらかくてジューシーな味わいを楽しむこともできる。
【００４３】
　また、本発明のコンニャク流動材料を用いて製造される飲料の形態も、特に制限されな
い。代表的な飲料として、ジュース類を挙げることができる。本発明のコンニャク流動材
料を用いれば、コクがあって、喉ごしの良い飲料を提供することができる。ジュース類以
外にも、ココア、牛乳、醗酵乳、機能性フレーバー飲料等に適用することができる。
【００４４】
　さらに、本発明の食品や飲料は、コンニャク特有のアルカリ臭が抑えられているため、
消費者に広く受け入れられ易い。特に、本発明にしたがってコンニャクそのものを製造す
ることも可能であるが、この場合は、従来と同様に強アルカリ条件下で加熱して製造して
いるにもかかわらず、アルカリ臭が効果的にマスキングされ、臭みのないコンニャクを得
ることができる。
【００４５】
　本発明のコンニャク流動材料は、体内に摂取することによって、血中コレステロール低
減作用と体脂肪減少作用を示す。このため、本発明のコンニャク流動材料は、医薬品とし
ても有用である。本発明のコンニャク流動材料は、古くから食されているコンニャク粉か
ら製造されるものであることから、その安全性が高いことは周知の事実である。また、本
発明のコンニャク流動材料の濃度には上限があることから、そのまま摂取しても薬学的な
許容量を超えることはないと考えられるが、患者によっては必要に応じて投与量を個別に
規定することができる。
【００４６】
　また、本発明のコンニャク流動材料を医薬品として加工する場合は、当業者に周知の技
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術にしたがって、経口摂取しやすい形態に適宜加工することができる。また、薬学的に許
容しうる賦形剤を適宜選択して必要量を使用して製剤化することができる。
【実施例】
【００４７】
　以下に実施例と比較例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例
に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適
宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に
解釈されるべきものではない。
【００４８】
＜実施例１＞　コンニャク材料の製造
（１）アルカリ組成物の調製
　コンニャク精粉６０ｋｇと炭酸ナトリウム２．１５ｋｇを６０℃の水１０００リットル
に添加混合して、３０分反応させることによって、ｐＨ９．３のアルカリ組成物［１］を
得た。
　これとは別に、コンニャク精粉６０ｋｇと炭酸ナトリウム２．１５ｋｇを２０℃の水１
０００リットルに添加混合して、３時間反応させることによって、ｐＨ９．３のアルカリ
組成物［２］を得た。
【００４９】
（２）ｐＨ調整
　（１）で得られた各アルカリ組成物に、表１に記載される量のクエン酸と水からなる水
溶液を添加して室温で強制攪拌した。強制攪拌は、各混合物を入れたバッチ中に挿入した
攪拌手段（１０枚のブレード付き回転軸）を室温にて３０ｒｐｍで回転させることにより
開始し、温度を６０℃まで上昇させるのに伴って回転速度を６０ｒｐｍまで速めることに
より行った。アルカリ組成物［１］からはｐＨ調整済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］を
調製し、アルカリ組成物［２］からはｐＨ調整済み組成物［２－ａ］～［２－ｉ］を調製
した。得られた各組成物のｐＨは、表１に示すとおりであった。
【００５０】
【表１】

【００５１】
（３）酵素処理
　（２）で得られた各ｐＨ調整済み組成物１００重量部に対して、ペクチナーゼを主たる
酵素とする「スクラーゼＮ」（三共株式会社製）を０．０５重量部添加して６０℃で２時
間酵素処理を行った。その後、９０℃まで温度上昇して酵素を失活させた後、常温に降温
して、酵素処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］および酵素処理済み組成物［２－ａ］
～［２－ｉ］を得た。
【００５２】
（４）断裁処理
　（３）で得られた各酵素処理済み組成物に含まれる塊粒をフードカッターを使用して断
裁処理した。その結果、流動性に優れた断裁処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］およ
び断裁処理済み組成物［２－ａ］～［２－ｉ］を得た。５０HzのＢ形粘度計を用いて２０
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℃で測定した粘度は２６００ｃｐ～２８００ｃｐの範囲内であった（換算値２．６Ｐａ・
ｓ～２．８Ｐａ・ｓ）。得られた各断裁処理済み組成物は、アルカリ条件下でゲル化する
作用を有していた。
　コンニャク粉含有量が３．５重量％以上であり、２０℃における粘度が４Ｐａ・ｓ以下
であって、ゲル化力を有することを特徴とするコンニャク流動材料は、クエン酸水溶液を
添加した後の攪拌速度を１０ｒｐｍに変更した場合や、先に温度を６０℃まで上昇させて
からクエン酸水溶液を添加した場合には得ることができなかった。
　また、（１）のコンニャク精粉量を４０ｋｇ、４５ｋｇ、５０ｋｇ、５５ｋｇ、８０ｋ
ｇに変更して、上記（１）～（４）を実施した場合は、それぞれ４６０ｃｐ、１４００ｃ
ｐ、２５２０ｃｐ、２６００ｃｐ、３０００ｃｐのゲル化力を有するコンニャク流動材料
を得た（換算値０．４６Ｐａ・ｓ、１．４Ｐａ・ｓ、２．５２Ｐａ・ｓ、２．６Ｐａ・ｓ
、３．０Ｐａ・ｓ）。
【００５３】
＜実施例２＞　飲料の製造
　実施例１で製造した断裁処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］および断裁処理済み組
成物［２－ａ］～［２－ｉ］をそれぞれ用いて、表２に記載される材料を混合することに
より飲料を製造した。表２において、コンニャク流動材料と記載されているものは、各断
裁処理済み組成物に相当する。
【００５４】
　得られた飲料は、いずれも飲料として適したものであったが、特に断裁処理済み組成物
［１－ａ］～［１－ｆ］および断裁処理済み組成物［２－ａ］～［２－ｆ］を用いて製造
したものは、臭みがほとんどない点で優れていた。その中でも、断裁処理済み組成物［１
－ａ］～［１－ｅ］および断裁処理済み組成物［２－ａ］～［２－ｅ］を用いて製造した
ものがさらに優れていた。
【００５５】
　また、断裁処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｆ］および断裁処理済み組成物［２－ａ
］～［２－ｆ］を用いた場合は、味付けが容易であるという利点があることも確認された
。味付けの容易性は、特に断裁処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｅ］および断裁処理済
み組成物［２－ａ］～［２－ｅ］を用いた場合に優れていた。
【００５６】
　以上の傾向は、コンニャク流動材料として、酵素処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ
］および酵素処理済み組成物［２－ａ］～［２－ｉ］を用いて同じ処方で飲料を製造した
場合も同様であった。
【００５７】
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【表２】

【００５８】
＜実施例３＞　食品の製造
　コンニャク流動材料として、断裁処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］および［２－
ａ］～［２－ｉ］と、酵素処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］および［２－ａ］～［
２－ｉ］をそれぞれ用いて、以下の食品を製造した。
　牛挽き肉１５０ｇとコンニャク流動材料５００ｇをよく混合して成形することによりミ
－トパテを製造した。このミ－トパテを調理した調理品は、牛挽き肉のみを用いて調理し
た調理品に比べて、ジュ－シ－であった。また、このミートパテをいったん冷凍保存した
後に解凍して上記と同様に調理した場合であっても、ジューシーな調理品を製造すること
ができた。
【００５９】
＜実施例４＞　別の食品の製造
　コンニャク流動材料として、断裁処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］および［２－
ａ］～［２－ｉ］と、酵素処理済み組成物［１－ａ］～［１－ｉ］および［２－ａ］～［
２－ｉ］をそれぞれ用いて、以下の手順で焼き鳥等に用いるたれを製造した。
　コンニャク流動材料４００ｇ、醤油１８０ｍｌ、砂糖８０ｇ、酢６０ｍｌ、化学調味料
２ｇ、水８０ｍｌを適宜加熱を行いながら十分に混合してたれを製造した。このたれは、
コンニャク流動材料を使用せずに製造したたれに比べて、適度な粘度とコクを有しており
、焼き鳥につけたときの液ダレもなく、優れていた。
【００６０】
＜実施例５＞　製剤の製造
　実施例１の裁断処理済み組成物［１－ｃ］を水で３倍に希釈して十分に攪拌混合するこ
とによって経口投与剤を製造した。
【００６１】
＜試験例＞
　１０週令雄肥満ラット（Zucker fa/fa, 日本医科科学動物資材研）に対して、１日１回
７日間にわたって実施例１の裁断処理済み組成物［１－ｃ］を連続経口投与した。投与量
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は、コンニャク粉の１日の投与量が８０ｍｇ／ｋｇ体重となる量（×１投与群）またはコ
ンニャク粉の１日の投与量が８００ｍｇ／ｋｇ体重となる量（×１０投与群）とし、各群
についてラット５匹を用いて試験を行った。７日目の最終投与が終了してから２時間後に
断頭採血し、ヒトにおける一般血液化学検査項目に準じて、血漿中総タンパク質濃度、血
中グルコース濃度（血糖値）、総脂質、中性脂肪（トリグリセリド、ＴＧ）、遊離脂肪酸
（ＦＡＡ）、総コレステロール、ＨＤＬ－コレステロール、ＬＤＬ－コレステロール、エ
ステル型コレステロール、ＧＯＴ、ＧＰＴを測定した。また、開腹後に背側部にある脂肪
塊を摘出してその重量を測定することによって、腹部蓄積脂肪重量を測定した。
【００６２】
　中性脂肪は、対照群（１４５．８±４．０３ｍｇ／ｄｌ）に比較して、×１投与群（１
６０．０±１０．１８ｍｇ／ｄｌ）と×１０投与群（１５５．４±１４．９２ｍｇ／ｄｌ
）で減少傾向を示した。体脂肪量も、対照群（６．６８±０．２９７ｇ）に比較して、×
１投与群（６．３１±０．３３３ｇ）で減少傾向を示し、×１０投与群（６．１８±０．
１９１ｇ）でさらに減少傾向を示した。また、ＬＤＬ－コレステロールも、対照群（５．
６±０．５３ｍｇ／ｄｌ）に比較して、×１投与群（５．２±０．４９ｍｇ／ｄｌ）と×
１０投与群（４．８±０．３７ｍｇ／ｄｌ）で減少傾向を示した。遊離脂肪酸量は、対照
群（４０２．２±４０．２６μＥQ／ｌ）に比較して、×１投与群（５５４．４±２７．
９７μＥQ／ｌ）と×１０投与群（５９０．６±６３．８８μＥQ／ｌ）でそれぞれ有意（
ｐ＜０．０２、ｐ＜０．０５）な増加が認められ、体内において脂肪の燃焼を促進し脂肪
蓄積を防いでいることが確認された。また、体重については、対照群（４０１±４．０２
ｇ）、×１投与群（４０６．５±４．４９ｇ）、×１０投与群（３９２．４±１．４２）
といずれの投与群においても変化が認められず、本発明のコンニャク流動材料を投与する
ことによって、体重に影響を与えないことが確認された。
【００６３】
　以上の結果は、本発明のコンニャク流動材料は血中コレステロール低減作用と体脂肪減
少作用を有していることを示しており、これを飲用することによって肥満防止効果を期待
できる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明のコンニャク流動材料は、コンニャクマンナンが本来有しているゲル化力や生体
内作用を十分に維持したまま、他の食材とより均一に高濃度で混合することが可能である
。したがって、本発明のコンニャク流動材料を用いれば、コンニャク材料が高濃度でより
均一に含まれている食品や飲料が提供される。このため、食品および飲料の製造分野にお
いて、本発明は産業上の利用可能性が高い。また、本発明のコンニャク流動材料は、高い
血中コレステロール低減作用と体脂肪減少作用を有している。このため、医薬分野におい
ても本発明は産業上の利用可能性がある。
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